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【葉⼭町町営住宅⻑寿命化計画の記載にあたっての前提】 
①端数処理について 

本計画では、記載のある数値未満を四捨五入し、端数処理しています。このため、各
数値の合計が表記される合計欄の数値と一致しない場合があります。 
②調査時点と年度表記について 

本計画に掲載する数値は、令和 5 年度(令和 6 年 3 月 31 日時点)を基本としていま
す。それ以外の時点の情報を利⽤する場合は、その旨を注記しています。 
③％(パーセント)表記について 

「％(パーセント)」表記は小数第 2 位を四捨五入しているため、合計値が「100％」
にならない場合があります。 
④「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」(平成 28 年 8 月 国⼟交通省住宅局 住

宅総合整備課)について 
本計画内において、資料︓「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」と表記している

表及び図については、同指針の図解、解釈等を踏まえ参考資料として記載しています。 
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序章 町営住宅長寿命化計画の概要 

 計画策定の背景 

平成 18 年(2006 年)6 月、本格的な少子高齢化社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、
現在及び将来における国⺠の豊かな住生活を実現するための住生活基本法が制定されました。従来
の量の確保から、居住環境の「質」の向上を図る施策への転換がなされ、住生活基本計画が定められ
ました。神奈川県では平成 19 年(2007 年)に「神奈川県住生活基本計画」を策定し、直近では令和
4 年(2022 年)3 月に改定版となる「神奈川県住生活基本計画－いのち輝く住まいまちづくり－(計画
期間︓令和 3 年度〜令和 12 年度)」を定め、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的計
画を策定しています。 

葉⼭町(以下、「本町」という。)の町営住宅は、低所得者や高齢者等住宅確保に困難を抱える人々
の生活を支える「セーフティーネット」として、重要な役割を果たしています。しかし、建設から 30
年以上経過しており、⽼朽化等への対応が求められています。そのため、需要や⽴地等の「社会的特
性」や安全性や居住性等の「物理的特性」を的確に把握し、限られた財源の中で効率的かつ計画的に
町営住宅を維持・管理していく必要があります。既存の住宅を有効に活⽤し、施設の延命化や維持管
理の効率化を図り、持続可能な住宅供給体制の構築を進めていくことが重要となります。 

 計画の目的 

上記の背景を踏まえ、町営住宅におけるライフサイクルコスト(LCC)の縮減を目指し、⻑寿命化に
資する改善事業や計画的かつ予防的な早期の修繕・改修を推進していくことを目的とし、「葉⼭町町
営住宅⻑寿命化計画」(以下、「本計画」という。)を策定します。 

 計画策定の位置づけ 

本計画は、「葉⼭町公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置付けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

葉⼭町公共施設等総合管理計画 

策定要請 

施設類型ごとの個別計画 

インフラ⻑寿命化基本計画［国］ 

町
営
住
宅 

⻑
寿
命
化
計
画 

公
共
施
設 

個
別
施
設
計
画 

個
別
施
設
計
画 

(

橋
り

う) 

個
別
施
設
計
画 

(

下
⽔
道) 

公共施設等総合管理計画に 
示した方針を具体化 
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 計画期間 

計画期間は、令和 7 年度(2025 年度)から令和 14 年度(2032 年度)までの 8 年間とします。社会
情勢の変化、町営住宅の需要等の変化に対応できるよう、必要に応じた計画の⾒直しを随時⾏うもの
とします。 

 長寿命化の対象とする公共施設 

本計画で⻑寿命化の対象とする施設は、「滝の坂住宅」(A 棟・B 棟)及び「平松住宅」とします。
(総合管理計画に⽰す施設類型分類の「公営住宅」に属する全施設) 

 関連計画との整合性 

本計画に関連する本町の計画は、主に次の計画があります。 

主な関連計画 
関連計画 関連する記載内容 

葉⼭町総合計画 
まちづくりの指針となる最上位計画。中⻑期的な視点で、「まちの将
来像」「これを実現するためのまちづくりの基本目標や取り組みの
⽅向性」を⽰す計画。 

葉⼭町 
公共施設等総合管理計画 

公共施設等の総合的・計画的な管理を推進するための指針。公共
建築物やインフラ施設にかかる個別施設計画の上位計画。 
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第１章 町営住宅の状況 

 町営住宅を取り巻く環境 

（１） 本町の人口及び年代別人口の見通し 
本町の人口は令和 5 年(2023 年)に 32,623 人となり、令和 7 年(2025 年)の 32,417 人から 10

年後の令和 17 年(2035 年)には 30,154 人に、25 年後の令和 32 年(2050 年)には 26,050 人ま
で減少する⾒込みです。 

図 1-1 本町の人口推移と将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※資料︓第 5 次葉⼭町総合計画「葉⼭町人口推計プログラム推計人口(住基べース)」 
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（２） 住宅の所有関係の推移 
令和 2 年(2020 年)国勢調査によると、本町の住宅の所有関係の割合は、持ち家が 86.1％、公

営・公団・公社の借家が 0.4％、⺠営借家が 12.8％、給与住宅が 0.7％となっています。 
これまでの推移を⾒ると、平成 27 年(2015 年)と比較して「持ち家」は 0.7％増加、「公営・公

団・公社の借家」は変動が無く、「⺠営借家」が 0.5％減少、「給与住宅」は 0.2％減少しています。 
 

表 1-1 住宅所有関係の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2 住宅所有関係の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83.7%

85.4%

86.1%

0.4%

0.4%

0.4%

15.0%

13.3%

12.8%

0.9%

0.9%

0.7%

60% 80% 100%

平成22年
(2010年)

平成27年
(2015年)

令和2年
(2020年)

持ち家 公営・公団・公社の借家 ⺠営借家 給与住宅

世帯数 ⽐率 世帯数 ⽐率 世帯数 ⽐率

10,223 83.7% 10,493 85.4% 10,896 86.1%

公営・公団・公社の借家 51 0.4% 50 0.4% 53 0.4%

⺠営借家 1,833 15.0% 1,636 13.3% 1,617 12.8%

給与住宅 106 0.9% 112 0.9% 89 0.7%

12,213 100.0% 12,291 100.0% 12,655 100.0%

借家

計

平成22年
(2010年)

平成27年
(2015年)

令和2年
(2020年)

持ち家

※資料︓「国勢調査」(令和 2 年) 
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 町営住宅の概況 

（１） 管理戸数 
令和 5 年度(2023 年度)末時点の町営住宅管理⼾数は、2 団地 3 棟、37 ⼾となります。 
  

表 1-2 管理⼾数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 町営住宅の規模 
町営住宅の間取りは全て 3DK で、住⼾⾯積が 52.60 ㎡と 55.00 ㎡の 2 タイプを整備していま

す。『住生活基本計画(全国計画)(令和 3 年 3 月 19 日)』における最低居住⾯積⽔準(表 1-10 参照)
に照らすと、52.60 ㎡タイプは 4 人世帯、55.00 ㎡タイプは 5 人世帯の居住⾯積に該当します。 

 
表 1-3 町営住宅の規模 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

木造 簡易耐⽕平屋 簡易耐⽕⼆階 耐⽕中層 計 ⽐率

~30㎡未満 0 0 0 0 0 0.0%

30㎡~40㎡未満 0 0 0 0 0 0.0%

40㎡~50㎡未満 0 0 0 0 0 0.0%

50㎡~57㎡未満 0 0 0 37 37 100.0%

57㎡~67㎡未満 0 0 0 0 0 0.0%

67㎡以上 0 0 0 0 0 0.0%

計 0 0 0 37 37 100.0%

住⼾⾯積
⼾数

団地名称 敷地⾯積
(㎡) 建設年度 住棟名称 構造 住⼾⾯積 間取 ⼾数

平成2年度
(1990年度)

滝の坂住宅
Ａ棟 RC造 55.0㎡ 3DK 9

平成2年度
(1990年度)

滝の坂住宅
Ｂ棟 RC造 55.0㎡ 3DK 13

RC造 55.0㎡ 3DK 12

RC造 52.6㎡ 3DK 3

37合計

滝の坂住宅 2,256.14

平松住宅 1,281.05 平成4年度
(1992年度) 平松住宅
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（３） 入居状況、応募状況 
令和 5 年度(2023 年度)末時点において、2 団地 37 ⼾全て入居中で空室はありません。 
 

表 1-4 町営住宅の入居状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本町では、空室が生じたタイミングで入居を募集しています。令和 5 年度(2023 年度)は 1 ⼾

の募集に対し 10 件の応募がありました。過去 5 か年の募集を⾏なった全ての年度で、空室数以
上の応募があり、平均応募倍率は 4.1 倍となっています。 

 
表 1-5 町営住宅の応募状況 

 
 
 
 
 
  

空室数 応募数 空室数 応募数 空室数 応募数 空室数 応募数 空室数 応募数

滝の坂住宅 3DK 22 2 1 1 0 0

平松住宅 3DK 15 1 0 1 0 1

37 3 5 1 2 2 12 0 0 1 10

管理⼾数

合計

団地名称 間取り 平均
応募倍率

4.1

令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

5 2 10012

団地名称 住棟名称 住⼾⾯積 間取 管理⼾数 ⼊居⼾数 空室

滝の坂住宅
Ａ棟 55.0㎡ 3DK 9 9 0

滝の坂住宅
Ｂ棟 55.0㎡ 3DK 13 13 0

55.0㎡ 3DK 12 12 0

52.6㎡ 3DK 3 3 0

37 37 0

滝の坂住宅

合計

平松住宅 平松住宅
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 入居者の状況 

（１） 入居者の人数別・家族類型別世帯数 
構成人員別世帯数では、単身世帯が最も多く 21 世帯(56.8％)、次に 2 人世帯が 10 世帯(27.0%)

で、この二つの区分で全体の 8 割強を占めています。3~5 人世帯は 5 世帯(13.5％)、6 人以上世
帯は 1 世帯(2.7％)となっています。 

 
表 1-6 町営住宅の構成人数別世帯数 

 
 
 
 
 
 
 

図 1-3 町営住宅の構成人数別世帯数の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

単身世帯
56.8%

2人世帯
27.0%

3人世帯
8.1%

4人世帯
5.4%

5人世帯
0.0%

6人以上世帯
2.7%

単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人以上世帯

世帯人数 単身 2人 3人 4人 5人 6人以上 合計

該当世帯数 21 10 3 2 0 1 37

⽐率 56.8% 27.0% 8.1% 5.4% 0.0% 2.7% 100.0%
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また、家族類型毎に⾒ると、65 歳以上単身世帯及び 65 歳以上夫婦のみ世帯を合わせた高齢者
のみの世帯が 21 世帯(56.8％)、子どものいるファミリー世帯が 14 世帯(37.8％)となり、いずれ
も大きな割合を占めています。 

表 1-7 町営住宅の家族類型別世帯数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-4 町営住宅の家族類型別世帯数の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

単65未
5.4%

単65上
51.4%

夫婦65未
0.0%

夫婦65上
5.4%

夫婦子5

2.7%

夫婦子18未
2.7%

単親子
32.4%

単65未 単65上 夫婦65未 夫婦65上 夫婦子5 夫婦子18未 単親子

該当世帯数 ⽐率

単身(65歳未満) 単65未 2 5.4%

単身(65歳以上) 単65上 19 51.4%

夫婦(65歳未満) 夫婦65未 0 0.0%

夫婦(65歳以上) 夫婦65上 2 5.4%

夫婦+子(5歳未満) 夫婦子5 1 2.7%

夫婦+子(18歳未満) 夫婦子18未 1 2.7%

1人親+子 単親子 12 32.4%

37 100.0%

家族類型

合計
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（２） 入居基準 
本町では、公営住宅法 (昭和 26 年法律第 193 号)等に基づき定めた「葉⼭町営住宅条例」によ

り町営住宅の入居基準を定めています。 
収入分位による入居基準として、一般階層では政令月収1範囲を 158,000 円以下(収入分位「Ⅳ」)、

裁量階層2では 214,000 円以下(収入分位「Ⅵ」)としています。 
 

表 1-8 収入分位毎政令月収表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 世帯全員の総所得⾦額から扶養控除等の額を差引いた後の月平均額のこと 
2 高齢者・障害者世帯・小学校就学前の子どもがいる世帯等、収入基準(世帯の月収額)を一般世帯に比べて緩和して

いる階層のこと 

収⼊分位 階層区分 下限 上限

Ⅰ 一般階層 0 104,000

Ⅱ 一般階層 104,001 123,000

Ⅲ 一般階層 123,001 139,000

Ⅳ 一般階層 139,001 158,000

Ⅴ 裁量階層 158,001 186,000

Ⅵ 裁量階層 186,001 214,000

収⼊分位 政令⽉収範囲(円)

政令月収額 ＝ (世帯の年間総所得額−扶養親族控除−特別控除) ÷ 12ヶ月 
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（３） 入居者の収入 
各団地における入居世帯の収入分位は次のとおりです。 

 
表 1-9 町営住宅の入居者の収入分位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

団地番号 団地名称 管理⼾数 ⼊居⼾数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

01 滝の坂住宅 22 22

02 平松住宅 15 15

37 37 32 2 0 2 1 0

86.5% 5.4% 0.0% 5.4% 2.7% 0.0%⽐率
(政令⽉収分位毎世帯数/全⼊居⼾数)

一般階層

政令⽉収分位毎世帯数

32 2 0 2 1 0

合計

裁量階層
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序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

参
考 

住⼾専⽤⾯積(壁芯) 備考

1 25 単身者

2 30 10㎡×世帯人数＋10㎡

3 40 10㎡×世帯人数＋10㎡

4 50 10㎡×世帯人数＋10㎡

5 57 「10㎡×世帯人数＋10㎡」から5%を控除した値

6 67 「10㎡×世帯人数＋10㎡」から5%を控除した値

⾯積(㎡)
居住人数

（４） 入居者の居住水準 
町営住宅の最低居住⽔準は次のとおり定められています。 
 

表 1-10 最低居住⾯積⽔準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
世帯毎の居住⾯積は次のとおりです。 
 

表 1-11 世帯毎の居住⾯積 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

世帯区分 世帯数 25㎡未満 25㎡〜30
㎡未満

30㎡~40
㎡未満

40㎡~50
㎡未満

50㎡~57
㎡未満

57㎡~67
㎡未満 67㎡以上

単身世帯 21 0 0 0 0 21 0 0

2人世帯 10 0 0 0 0 10 0 0

3人世帯 3 0 0 0 0 3 0 0

4人世帯 2 0 0 0 0 2 0 0

5人世帯 0 0 0 0 0 0 0 0

6人以上
世帯 1 0 0 0 0 1 0 0

合計 37 0 0 0 0 37 0 0

世帯数 住⼾専⽤⾯積(最低居住⽔準)別の世帯人員分布

※資料︓「住生活基本計画(全国計画)(令和 3 年 3 月 19 日)」別紙 4 最低居住⾯積⽔準 
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 町営住宅の現状 

（１） 町営住宅の配置状況 
本町では令和5年度(2023年度)末時点で2団地3棟37⼾の町営住宅が一色地区に整備されています。 
両団地とも市街地に存することで利便性が確保されている一⽅、⼟砂災害警戒区域に⽴地してい

るため自然災害への対応も考慮する必要があります。 

図 1-5 公営住宅の配置状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団地名称 住宅区分 地域 所在地 棟数 ⼾数 

滝の坂住宅 町営住宅 一色 葉⼭町一色 473 番地の１ ２ 22 

平松住宅 町営住宅 一色 葉⼭町一色 1482 番地の１ １ 15 

葉⼭グリーンハイツ3 県営住宅 一色 葉⼭町一色 455 番地 ２ 18 

  

 
3町営住宅ではないが、本計画に関連する施設のため参考掲載している 



第１章 町営住宅の状況 

13 
 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

参
考 

（２） 町営住宅の現状 
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●躯体・避難の安全性

住棟
番号

-0102

0101 -

防⽕区画
改善可能性

耐震改修
実施有無

⼆方向避難
確保状況

防⽕区画
確保状況

有 - 問題なし - 問題なし

有 - 問題なし - 問題なし

耐震基準
(新/旧)

新

新

耐震性
有無

⼆方向避難
改善可能性

●居住性

在来 有旧

0101

住棟
番号

ペアガラス
有無

無 非対応有

断熱
構造化

旧

⾞椅子
対応

手すり
有無

一部有

有

エレベーター
有無

無

換気
設備

在来 有 有

浴室
形式

給湯
設備

非対応有0102 無

断熱材
有無

無一部有

床段差
有無

無

無

●住⼾・住棟の状況

13

階数 ⼾数

平成2年度
(1990年度) RC造 55.0㎡ 3DK 3 9

間取

3DK

構造 住⼾
⾯積

RC造 55.0㎡ 3滝の坂住宅　Ｂ棟

建設
年度

平成2年度
(1990年度)0102

住棟
番号

0101

住棟
名称

滝の坂住宅　Ａ棟
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●躯体・避難の安全性

問題なし

問題なし

-

-

-

-

問題なし

問題なし

-

-

0201

0201

新

新

有

有

住棟
番号

防⽕区画
改善可能性

耐震改修
実施有無

⼆方向避難
確保状況

防⽕区画
確保状況

耐震基準
(新/旧)

耐震性
有無

⼆方向避難
改善可能性

●居住性

住棟
番号

ペアガラス
有無

断熱
構造化

⾞椅子
対応

手すり
有無

エレベーター
有無

有

非対応

非対応

在来

在来

有

換気
設備

浴室
形式

給湯
設備

0201

0201

無

無

有

有

旧

旧

断熱材
有無

一部有

一部有

床段差
有無

無

無

有

有

無

無

●住⼾・住棟の状況

3DK 3 12

0201 平松住宅 平成4年度
(1992年度) RC造 52.6㎡ 3DK 3 3

0201 平松住宅 平成4年度
(1992年度) RC造 55.0㎡

階数 ⼾数間取構造 住⼾
⾯積

建設
年度

住棟
番号

住棟
名称



第１章 町営住宅の状況 

17 
 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

参
考 

 劣化度の把握 

（１） 劣化診断調査等の概要 
施設を継続利⽤していくためには、劣化している箇所に対し適切に修繕を⾏う必要があります。令

和元(2019)年度に実施した劣化診断調査等及び令和4年度(2022年度)に実施した町営住宅外部修繕
の結果を基に、劣化度を把握しました。 
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（２） 現地の状況 
令和4年度(2022年度)外部修繕後の現地の状況4は次のとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 内部、機械設備に関する写真は含まない 
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（３） 劣化度の算定 
・各部位の劣化状況評価結果を、評価別の点数に置き換えます。劣化状況が悪いものほど点

数が高くなります。 
・部位の劣化が建物全体へ影響を与えるものほど重視するため、部位ごとに劣化点数を設定

しています。 
表 1-12 劣化状況評価と点数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各部位の劣化点数の合計により劣化度を A〜E で評価します。 
 

表 1-15 劣化点数と劣化度 
 
 
 

 

 
表1-13 部位別の内訳 

 

 

 

 

 

 

  

11点〜 21点〜 31点〜
20点 30点 34点

劣化度 A B C D E

劣化状況 良い 悪い

劣化点数合計 〜10点 35点〜

部位 内訳 部位 内訳
屋根防⽔ 通信・情報(防災)

笠⽊ 電⼒
ドレーン、樋 避雷・屋外

屋根ｽﾚｰﾄ・かわら類等 受変電
外装仕上げ材等 発電・静止形電源

カーテンウォール 中央監視
外部天井 空調
外部雑 換気

外部開口部 排煙
床仕上げ材 自動制御

内壁仕上げ材 給排⽔衛生
天井仕上げ材 消火
内部開口部 ガス

内部雑
避難経路、階段等

昇降機その他

電気設備

内部

屋根

外部

機械設備

評価/部位 屋根 外部 内部 電気設備 機械設備

概ね良好 0 0 0 0 0

部分的に劣化 5 3 1 3 4

広範囲に劣化 12 7 3 7 8

早急に対応が
必要

16 10 4 10 12
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（４） 劣化度の算定結果 
劣化度の算定結果は次のとおりです。 

表1-14 算定結果 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和4年度(2022年度)に実施した外部修繕により、これまで外部(外壁等)と電気設備に⾒られた
不具合は解消され、安全性や耐久性の向上が図られました。今後も定期的な点検を実施して施設の
維持管理に努めます。 

  

団地番号 団地名称 住棟名称 屋根 外部 内部 電気設備 機械設備
劣化点
合計

滝の坂住宅 Ａ棟 5 3 1 3 4 16 B

滝の坂住宅 Ｂ棟 5 3 1 3 4 16 B

02 平松住宅 平松住宅 5 3 1 3 4 16 B

劣化度
団地・住棟情報

01 滝の坂住宅

部位ごとの劣化点数



第１章 町営住宅の状況 

  24  
 

序
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

参
考 

 将来の必要戸数の推計 

町営住宅の需要の見通し 
町営住宅の需要の⾒通しの検討にあたっては、直近5か年の「町営住宅の応募状況」を基に町営住

宅を必要とする世帯数を推計します。 
表1-15 町営住宅の応募状況(表1-5再掲)  

 
 
 
 
 
 
直近 5 か年で募集を⾏った年度における平均応募倍率は 4.1 倍だったことから、直近 5 か年の

「潜在的に町営住宅を必要とする世帯数」を 42 ⼾(管理住⼾数 37+応募⼾数 5※端数切り上げ)
と仮定します。 

図 1-６ 町営住宅を必要とする世帯数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町営住宅を必要とする世帯数は、人口に比例して減少し、令和5年度(2023年度)の42世帯から、

令和22年度(2040年度)には37世帯となる⾒通し5です。 
 
 

 
5 計算式⽅法は次のとおり 
（28,621 人（令和 22 年度の人口推計）÷32,623 人（令和５年度の人口））×42 ⼾（令和５年度の必要⼾数） 

空室数 応募数 空室数 応募数 空室数 応募数 空室数 応募数 空室数 応募数

滝の坂住宅 3DK 22 2 1 1 0 0

平松住宅 3DK 15 1 0 1 0 1

37 3 5 1 2 2 12 0 0 1 10

管理⼾数

合計

団地名称 間取り 平均
応募倍率

4.1

令和元年度
(2019年度)

令和2年度
(2020年度)

令和3年度
(2021年度)

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

5 2 10012
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第２章 長寿命化に関する基本的な考え方 

 建物の状況把握・修繕の実施・データ管理に関する考え方 

（１） 建物の状況把握に関する考え方 
町営住宅の⻑寿命化を図るにあたり、従前の事後保全型の取組から、故障や不具合を未然に防ぐ予

防保全型の取組への移⾏を推進する必要があります。 
そのため、令和２年度(2020年度)に作成しました「施設点検マニュアル」に基づき自主点検を⾏

います。 
 

（２） 修繕の実施に関する考え方 
点検を通して把握した建物の状況を踏まえ、効率的かつ効果的な予防保全的な修繕工事を実施し

ていきます。 
 

（３） データ管理に関する考え方 
町営住宅の整備・管理に関するデータを住棟単位で整理し、前述の自主点検等の実施結果を反映

します。 
将来⾒込まれる修繕工事の内容や時期、⾦額をあらかじめ把握した上で、費⽤の平準化と計画的

な修繕工事を推進します。 
 

 改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する考え方 

（１） 改善事業の実施による長寿命化 
安全性、居住性が低い住宅等に対しては、安全性の確保、居住性の向上、躯体の⻑寿命化等の住宅

性能の向上を図るため、必要な改善事業の実施を検討します。 
 

（２） ライフサイクルコストの縮減 
予防保全的な修繕や⻑寿命化に資する改善事業を実施し、修繕周期の延⻑等によってライフサイ

クルコストの縮減を図ります。 
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第３章 団地敷地及び住棟の特性判定 

 特性判定の概要 

団地敷地における社会的特性（需要・効率性・⽴地）及び住棟における物理的特性（躯体の安全性・
避難の安全性・居住性）を把握し、町営住宅をどのように管理していくかを判別します。 

 
表 3-1 特性判定による判別⽅法 

 
 
 
 

 
 
 
 

 社会的特性・物理的特性の把握 

町営住宅の団地敷地における「社会的特性」(需要・効率性・⽴地)及び住棟における「物理的特性」
(躯体の安全性・避難の安全性・居住性)については、次のとおりです。 

（１） 団地敷地の社会的特性 
表 3-2 団地敷地における社会的特性 

 
 
 
 
 
 
 

（２） 住棟の物理的特性 
表 3-3 住棟における物理的特性 

 
 

 

 

公益施設凡例
A 役場 E 中学校
B 集会所 F 病院
C 保育所・幼稚園 G その他(⽣活利便施設)
D 小学校

躯体の
安全性

避難の
安全性

団地
番号 団地名称 住棟名称 耐震性 ⼆方向避難

確保状況 間取 住⼾⾯積 バリアフリー性 浴室 給湯設備

滝の坂住宅
Ａ棟 有 問題なし 3DK 55.0㎡ 一部有 有 有

滝の坂住宅
Ｂ棟 有 問題なし 3DK 55.0㎡ 一部有 有 有

有 問題なし 3DK 55.0㎡ 一部有 有 有

有 問題なし 3DK 52.6㎡ 一部有 有 有
平松住宅02 平松住宅

住棟 居住性

01 滝の坂住宅

団地
番号 団地名称 空室 応募

倍率 敷地⾯積
土地
所有
区分

法規制 交通機関
(800m内)

公益施設
(800m内)

公益施設数
(800m内) 災害危険区域

01 滝の坂住宅 なし 2,256.14㎡ 公有地 高さ制限なし バス B,C,D,F,G 9 (土砂)一部災害
警戒区域内

02 平松住宅 なし 1,281.05㎡ 公有地 高さ制限なし バス A,B,C,D,F,G 10 (土砂)一部災害
警戒区域内

施設 需要 効率性 ⽴地

4.1

※資料︓「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」 

改善不要 改善が必要 優先的な対応が必要
（改善可能）

優先的な対応が必要
（改善不可能）

継続管理する団地 維持管理 改善、又は建替 優先的な改善、
又は優先的な建替 優先的な建替

継続管理を留保する団地 維持管理、
又は⽤途廃止

改善、建替、
又は⽤途廃止

優先的な改善、
優先的な建替、又は
優先的な⽤途廃止

優先的な建替、
又は

優先的な⽤途廃止

団地敷地における

社会的特性

住棟における

物理的特性
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 団地敷地における社会的特性の判定 

団地敷地の社会的特性を評価し、団地の将来的な管理⽅針を判定します。原則として、次の検討
内容全てが活⽤に適する場合に「継続管理する団地」とし、それ以外を「継続管理について判断を
留保する団地」とします。 

 
表3-4 団地敷地における社会的特性の判定基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

表3-5のとおり、滝の坂住宅、平松住宅ともに、社会的特性において概ね問題は⾒受けられず、
「継続管理する団地」と判定されました。 

 
 

表3-5 団地敷地における社会的特性の判定結果 
 
 
 
 
 
 
 

  

○ × 判定(適/不適)

Ⓐ空室状況 空室なし 空室あり

Ⓑ入居者募集時の
応募倍率

１倍以上 応募無し

Ⓐ⼟地所有区分 公有地 借地を含む

Ⓑ法規制 高さ制限無し 高さ制限有り

Ⓐ公共交通機関
規定範囲内に駅またはバス停有り
※規定範囲は「800m圏内」とします。

規定範囲内に駅またはバス停無し

Ⓑ公益施設等
規定範囲内に公益施設等が3つ以上
※規定範囲は「800m圏内」とします。

規定範囲内に公益施設等が3つ未満

Ⓒハザードマップ
危険区域

区域外に⽴地 区域内に⽴地

検討内容

需要

効率性

⽴地

2つの検討内容がいずれも「○」である
場合に、判定を「適」とします。

2つの検討内容がいずれも「○」である
場合に、判定を「適」とします。

3つの検討内容で「○」が2つ以上の場
合に、判定を「適」とします。

※資料︓「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」 

団地番号 団地名称

Ⓐ Ⓑ Ⓐ Ⓑ Ⓐ Ⓑ Ⓒ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

Ⓐ Ⓑ Ⓐ Ⓑ Ⓐ Ⓑ Ⓒ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

継続管理する団地01 滝の坂住宅

適 適 適

団地
社会的特性の判定結果

判定項目

需要 効率性 ⽴地

適 適 適

継続管理する団地02 平松住宅

表3-5のとおり、滝の坂住宅、平松住宅ともに、社会的特性において概ね問題は⾒受けられず、
「継続管理する団地」と判定されました。 
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 住棟における物理的特性の判定 

住棟の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定します。次の判定フローに基づき
検討内容を判定し、各住棟を4区分に分類します。 
 

図3-1 住棟における物理的特性の判定フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図3-2 物理的特性の判定フローにおける判定内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※資料︓「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」 

※資料︓「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」 

【躯体・避難の安全性に係る改善の必要性】
①新耐震基準(昭和56年6⽉以降)により設計・施工されている。または、旧耐震基準の設計・施工だが耐震診
断により耐震性が確認されている。
②⼆方向避難、防⽕区画が確保されている。

【居住性に係る改善の必要性】
①最低居住⾯積⽔準を満たした住⼾専⽤⾯積を
有する。
②バリアフリー性を有する。
③浴室を有する。
④給湯設備を有する。

【躯体・避難の安全性に係る改善の可能性】

「躯体の安全性に係る改善」および
「避難の安全性に係る改善」が可能か。

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

(改善可能)
優先的な対応が必要

(改善不可能)

いずれも○
(対応不要)

○以外
(対応必要)

×を含まない
(対応不要)

×を含む
(対応必要)

可能 不可能

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

(改善可能)
優先的な対応が必要

(改善不可能)

躯体・避難の
安全性に係る改善

の可能性

可能 不可能居住性に係る
改善の必要性

不要 必要

躯体・避難の
安全性に係る改善

の必要性

不要 必要
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表3-6のとおり、滝の坂住宅、平松住宅ともに、物理的特性において概ね問題は⾒受けられず、

「改善不要」と判定されました。 
 

表3-6 住棟における物理的特性の判定結果 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.必要性 2.可能性 3.必要性 4.可能性 住⼾専⽤
⾯積

バリア
フリー性 浴室 給湯設備

滝の坂住宅
Ａ棟 ○ - ○ - ○ △ ○ ○ 改善不要

滝の坂住宅
Ｂ棟 ○ - ○ - ○ △ ○ ○ 改善不要

02 平松住宅 平松住宅 ○ - ○ - ○ △ ○ ○ 改善不要

01 滝の坂住宅

物理的特性
の判定結果

住棟

躯体の
安全性に係る改善の

避難の
安全性に係る改善の 居住性に係る改善の必要性

判定項目

団地番号 団地名称 住棟名称

表3-6のとおり、滝の坂住宅、平松住宅ともに、物理的特性において概ね問題は⾒受けられず、
「改善不要」と判定されました。 
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 特性判定の結果 

 

「３ 団地敷地における社会的特性」及び「４ 住棟における物理的特性」において判定された結
果、表3-7のとおり、滝の坂住宅、平松住宅ともに特性判定の結果は、「維持管理」となりました。 

 
表3-7 特性判定の結果表 

 
 
 
 
 
 
 

  

改善不要 改善が必要 優先的な対応が必要
（改善可能）

優先的な対応が必要
（改善不可能）

継続管理する団地 維持管理 改善、又は建替 優先的な改善、
又は優先的な建替 優先的な建替

継続管理を留保する団地 維持管理、
又は⽤途廃止

改善、建替、
又は⽤途廃止

優先的な改善、
優先的な建替、又は
優先的な⽤途廃止

優先的な建替、
又は

優先的な⽤途廃止

団地敷地における

社会的特性

住棟における

物理的特性

「３ 団地敷地における社会的特性」及び「４ 住棟における物理的特性」において判定された結
果、表3-7のとおり、滝の坂住宅、平松住宅ともに特性判定の結果は、「維持管理」となりました。 
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第４章 長寿命化に関する実施方針 

特性判定の結果、「維持管理」となったことを踏まえ、⻑寿命化を図るため、点検・計画修繕・改
善事業における実施⽅針を定めます。 

 点検の実施方針 

修繕等の工事だけでなく、日常的・定期的な点検を実施し、施設を維持管理していきます。劣化状
況等を把握し、効率的な修繕・更新を検討、計画に反映していきます。 

表 4-1 点検の種類 

分類 点検者 点検時期 点検⽅法 

自主点検 

日常点検 現場職員、施設所管課員 
月２回程度 
２週間に１回 

目視、聴診、触診、 
施設点検チェックシート 

周期点検 現場職員、施設所管課員、 
公共施設課員 

年２回 
・４月〜５月 
・９月〜10 月 

目視、聴診、触診、 
施設点検チェックシート 

緊急点検 施設所管課員、公共施設課員 
災害発生時 
警報等発令時 

目視 

 
実施においては、令和２年度に作成しました「施設点検マニュアル」に基づき点検を⾏います。 
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 計画修繕の実施方針 

修繕周期を踏まえた定期的な点検を実施しつつ、予防保全的な修繕を⾏います。 

 改善事業の実施方針 

一定の居住性や安全性等が確保されていることが確認できたため、上記の計画修繕に加え、⻑期的
な活⽤を図るべく、⻑寿命化に資する改善事業を検討します。 

検討にあたっては、予算の範囲内で改善の必要性やその効果による優先順位を慎重に考慮するも
のとします。 
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第５章 長寿命化のための事業実施に向けて 

 計画修繕・改善事業の実施予定 

本計画期間において計画修繕・改善事業は予定されておりませんが、定期的に実施する点検結果を
踏まえ、必要に応じて予防保全的な修繕・⻑寿命化に資する改善事業の実施を検討します。 

 新規整備事業及び建替事業の実施予定 

本計画期間において新規整備及び建替事業は予定していません。 

 共同施設に係る事業の実施予定 

本計画期間において共同施設にかかる事業は予定していません。 
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【参考】 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出方法 

 ライフサイクルコスト算出の基本的な考え方 

⻑寿命化に資する改善事業を実施せずに、築 60 年に建替を実施する場合のライフサイクルコスト
(LCC)の算出の基本的な考え⽅は次のとおりです。 
 
 
 
 

⻑寿命化に資する改善事業を実施し、築 80 年に建替を実施する場合のライフサイクルコスト
(LCC)の算出の基本的な考え⽅は次のとおりです。 
 
 
 
 
 

●用語の解説 
■建設費 
当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 
■改善費 
想定される管理期間における改善工事費の⾒込み額から修繕費相当額(改善事業を実施すること 
により不要となる修繕費)を控除した額(※) 
■修繕費 
管理期間における修繕工事費の⾒込み額(※) 
■除却費 
想定される管理期間が経過した後の除却工事費の⾒込み額(※) 
※現時点以後、将来に発生するコスト(将来の改善費、修繕費、除却費)については、社会的割引 
率(４％)を適⽤して現在価値化しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⓐ【改善事業を実施しない場合】評価期間︓60 年 

LCC ＝ (建設費＋修繕費＋除却費) 

Ⓑ【改善事業を実施する場合】評価期間︓80 年 

LCC ＝ (建設費＋改善費＋修繕費＋除却費) 

※資料︓「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」 
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 ライフサイクルコストの縮減効果の算出の基本的な考え方 

⻑寿命化に資する改善事業を実施しない場合と実施する場合のライフサイクルコスト(LCC)を比
較した縮減効果の算出の基本的な考え⽅は次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ⓐ【改善事業を実施しない場合】評価期間︓60 年 

Ⓑ【改善事業を実施する場合】評価期間︓80 年 

LCC の縮減効果額(年平均額)＝Ⓐの LCC－Ⓑの LCC 

ライフサイクルコストの算出イメージ 

 (建設費＋修繕費＋除却費) 
評価期間 60 年 

LCC(年平均額) ＝ 

 (建設費＋改善費＋修繕費＋除却費) 
評価期間 80 年 

LCC(年平均額) ＝ 

※資料︓「公営住宅等⻑寿命化計画策定指針(改定)」 





 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ●お問い合わせ先――――――――――――― 

葉⼭町 福祉部福祉課 

 046-876-1111(代表) 
ホームページでは町営住宅⻑寿命化計画の上位計画である

「葉⼭町公共施設等総合管理計画」を公表しています。 

 

葉⼭町 総合管理計画 


